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	人権って なんだろう
	応募内容
	　人権の大切さや、差別のない人権尊重の社会づくりの願いを訴えるもの。
	応募点数
	　おひとり様２点まで
	応募資格
	　舞鶴市民及び市内に在学・勤務する人
	応募方法
	　下記の応募用紙に必要事項を記入し、直接または郵便・FAXでご応募いただくか、  　電子メール（アドレス：jinken@city.maizuru.lg.jp）でもご応募いただけます。
	募集期間
	　令和８年７月１日（水）から９月１１日（金）まで
	審 査 等
	　入賞作品は「広報まいづる」や市ホームページで発表します。 　（氏名、一部住所の表記あり）  　また、人権週間期間中（１２月４日～１０日）や「人権のつどい」で展示を行うほ　 　 か、各種啓発資料等に活用します。  　入賞者には、記念品と賞状を贈呈します。
	そ の 他
	　・応募作品は返却いたしません 　・応募作品の著作権は主催者に帰属するものとします 　・応募作品は未発表で、ほかに応募していないものに限ります。
	主　　催
	　舞鶴市・まいづる人権啓発市民会議
	応募先
	　〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸１０４４番地 　　　舞鶴市役所 人権啓発推進課 　　　　　TEL　６６−１０２２　　　　 FAX　６２−９８９１ 　　　　　メール：jinken@city.maizuru.lg.jp
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	電話番号
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